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分
配
が
後
退
し
た「
新
し
い
資
本
主
義
」 

　

今
回
の
成
長
戦
略
で
は
、「
新
し
い
資

本
主
義
」
の
実
現
を
謳う

た

い
、
コ
ン
セ
プ
ト

の
一
つ
と
し
て「
成
長
と
分
配
の
好
循
環
」

が
掲
げ
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
従
来
以
上
に

分
配
面
に
目
配
り
し
た
新
し
い
成
長
戦
略

が
期
待
さ
れ
た
。

　

も
っ
と
も
、「
骨
太
の
方
針
」
で
示
さ

れ
た「
新
し
い
資
本
主
義
に
向
け
た
改
革
」

の
内
容
を
見
る
と
（
図
表
1
）、「
多
極
化

さ
れ
た
仮
想
空
間
へ
」
と
し
て
、
次
世
代

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
（W

eb3.0

）
の
推
進

や
メ
タ
バ
ー
ス
な
ど
の
利
用
拡
大
に
向
け

た
法
整
備
な
ど
、
先
端
の
技
術
動
向
を
踏

ま
え
た
取
り
組
み
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る

半
面
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
や
グ
リ
ー
ン
ト

ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
（
G
X
）、

デ
ジ
タ
ル
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン

（
D
X
）
と
い
っ
た
重
点
投
資
分
野
や
、

社
会
課
題
解
決
に
向
け
た
取
り
組
み
強
化

な
ど
、
経
済
成
長
力
の
強
化
に
向
け
た
基

本
的
な
方
向
性
は
、
従
来
の
成
長
戦
略
を

引
き
継
い
だ
内
容
に
と
ど
ま
る
。
ま
た
、

分
配
面
で
も
、「
人
的
資
本
投
資
」
や
「
質

の
高
い
教
育
の
実
現
」
な
ど
、
い
ず
れ
も

目
新
し
さ
を
欠
き
、
新
た
に
盛
り
込
ま
れ

た
「
資
産
所
得
倍
増
プ
ラ
ン
」
に
し
て
も

「
貯
蓄
か
ら
投
資
」
と
い
う
、
従
来
の
方

向
性
に
沿
っ
た
政
策
に
す
ぎ
な
い
。
昨
秋

の
自
民
党
総
裁
選
時
に
注
目
さ
れ
た
「
金

融
所
得
課
税
強
化
」
の
よ
う
な
、
税
制
な

ど
に
よ
る
踏
み
込
ん
だ
分
配
強
化
策
は
盛

り
込
ま
れ
て
お
ら
ず
、
分
配
面
に
つ
い
て

の
検
討
内
容
は
事
実
上
後
退
し
た
と
評
価

せ
ざ
る
を
得
な
い
。
結
局
の
と
こ
ろ
「
新

し
い
資
本
主
義
」
は
従
来
の
成
長
戦
略
と

大
差
な
い
と
言
え
よ
う
。

新
た
な
政
策
課
題
の
財
源
は
見
え
ず

　

わ
が
国
で
は
、
増
加
す
る
社
会
保
障
給

付
費
の
財
源
確
保
や
赤
字
が
続
く
基
礎
的

財
政
収
支
（
P
B
）
の
黒
字
化
が
、
長
年

に
わ
た
っ
て
財
政
運
営
上
の
大
き
な
課
題

で
あ
り
、
解
決
に
向
け
て
、
こ
れ
ま
で
消

費
税
率
の
引
き
上
げ
な
ど
が
行
わ
れ
て
き

た
。
し
か
し
な
が
ら
、
基
礎
的
財
政
収
支

の
赤
字
は
、
大
型
の
新
型
コ
ロ
ナ
対
策
が

当
座
の
赤
字
国
債
の
発
行
を
見
合
い
に
連

求
め
ら
れ
る
財
源
確
保
と
再
分
配
強
化
の
具
体
策

「
新
し
い
資
本
主
義
」と「
骨
太
の
方
針
」の
評
価
と
課
題

日
本
総
合
研
究
所 

調
査
部
　
上
席
主
任
研
究
員

蜂
屋
勝
弘

解 説

　
去
る
6
月
7
日
、「
新
し
い
資
本
主
義
の
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
及
び
実
行
計
画
」
と
「
経
済
財
政
運
営
と
改
革
の
基
本

方
針
2
0
2
2
」
が
閣
議
決
定
さ
れ
た
。
岸
田
内
閣
の
初
の
「
成
長
戦
略
」
と
「
骨
太
の
方
針
」
と
し
て
、
①
「
新
し
い

資
本
主
義
」
を
体
現
す
る
成
長
戦
略
の
姿
②
地
球
規
模
で
の
脱
炭
素
や
安
全
保
障
環
境
の
変
化
へ
の
対
応
③
新
型
コ
ロ
ナ

禍
を
受
け
て
大
き
く
悪
化
し
た
財
政
の
立
て
直
し
―
が
注
目
点
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、「
成
長
と
分
配
の
好
循
環
」

の
コ
ン
セ
プ
ト
に
相ふ

さ
わ応

し
い
、
成
長
戦
略
と
再
分
配
政
策
の
新
機
軸
は
見
え
ず
、
将
来
の
財
政
需
要
に
対
す
る
財
源
の
問

題
は
ほ
と
ん
ど
素
通
り
さ
れ
る
な
ど
、
踏
み
込
み
不
足
が
目
立
つ
。
今
後
、
避
け
て
通
れ
な
い
財
源
確
保
に
向
け
て
、
国

民
負
担
や
分
配
面
で
考
慮
す
べ
き
点
は
何
か
。

は
ち
や
・
か
つ
ひ
ろ　
92
年
大
阪
大

卒
、日
本
総
合
研
究
所
入
社
。13
年
内

閣
府
政
策
調
査
員（
経
済
財
政
運
営

産
業
・
雇
用
担
当
）、14
年
政
策
企
画

調
査
官（
経
済
財
政
運
営
総
括
担
当
）。

公
共
経
済
が
専
門
。
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発
さ
れ
た
こ
と
か
ら
大
幅
に
拡
大
し
、
社

会
保
障
給
付
費
は
、
子
ど
も
・
子
育
て
分

野
も
含
め
、
さ
ら
な
る
増
加
が
不
可
避
の

情
勢
に
あ
り
、
財
源
確
保
が
追
い
付
か
ず

財
政
赤
字
と
国
債
発
行
残
高
が
一
段
と
膨

ら
み
続
け
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
中
、
中
長
期
に
わ
た
る
複
数

の
新
た
な
課
題
が
浮
上
し
て
き
た
。

　

第
一
は
、
脱
炭
素
化
に
向
け
た
財
政
需

要
で
あ
る
。
地
球
規
模
で
の
脱
炭
素
化
に

向
け
た
国
際
協
調
が
求
め
ら
れ
る
中
、
わ

が
国
で
は
、
2
0
5
0
年
ま
で
の
カ
ー
ボ

ン
・
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
の
実
現
を
目
指
す
こ

と
が
宣
言
さ
れ
た
。
そ
れ
に
は
、
エ
ネ
ル

ギ
ー
供
給
や
生
産
活
動
、
消
費
行
動
な
ど

に
お
け
る
脱
炭
素
化
の
加
速
が
不
可
欠
で
、

既
存
制
度
の
見
直
し
の
み
な
ら
ず
、
財
政

や
税
制
に
よ
る
後
押
し
が
避
け
ら
れ
な
い
。

　
「
骨
太
の
方
針
」
で
は
（
図
表
2
）、
脱

炭
素
に
向
け
た
G
X
投
資
の
財
源
に
つ
い

て
、
今
後
10
年
間
に
1
5
0
兆
円
超
の
投

資
を
実
現
す
る
の
に
必
要
と
さ
れ
る
政
府

資
金
20
兆
円
を
、「
G
X
経
済
移
行
債
（
仮

称
）」
の
発
行
に
よ
り
先
行
し
て
調
達
し
、

将
来
導
入
す
る
カ
ー
ボ
ン
・
プ
ラ
イ
シ
ン

グ
に
よ
る
収
入
を
そ
の
償
還
財
源
に
充
て

る
方
針
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
カ
ー
ボ

ン
・
プ
ラ
イ
シ
ン
グ
と
は
、
地
球
温
暖
化

ガ
ス
の
排
出
量
に
応
じ
た
対
価
の
支
払
い

を
消
費
者
や
生
産
者
に
求
め
る
も
の
で
、

政
府
が
金
額
を
定
め
る
「
炭
素
税
」
と
、

政
府
が
排
出
量
を
規
制
し
、
金
額
が
市
場

で
決
ま
る
「
排
出
権
取
引
」
の
二
つ
の
方

法
が
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
ど
の
経
済

主
体
に
ど
の
程
度
の
負
担
を
求
め
る
か
と

い
っ
た
制
度
設
計
は
、
今
後
の
課
題
と
な

っ
て
い
る
。

　

第
二
は
、
米
中
の
対
立
や
ロ
シ
ア
に
よ

る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
を
受
け
た
わ
が
国
を

取
り
巻
く
情
勢
の
変
化
に
対
応
す
る
た
め

の
外
交
・
安
全
保
障
に
係
る
財
政
需
要
で

あ
る
。
こ
の
財
源
に
つ
い
て
、「
骨
太
の

方
針
」
で
は
規
模
の
目
途
と
し
て
、
国
防

予
算
を
対
G
D
P
比
2
％
以
上
と
す
る
と

１．新しい資本主義に向けた重点投資分野
⑴ 人への投資と分配
人的資本投資、多様な働き方の推進、質の高い教育の実
現、賃上げ・最低賃金、「貯蓄から投資」のための「資産所
得倍増プラン」

⑵ 科学技術・イノベーションへの投資
⑶ スタートアップ（新規創業）への投資
⑷ グリーントランスフォーメーション（ＧＸ）への投資
⑸ デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）への投資

２．社会課題の解決に向けた取組
⑴ 民間による社会的価値の創造
PPP／ PFIの活用等による官民連携の推進、社会的イン
パクト投資、共助社会づくり、イノベーションを促す競争
環境の整備

⑵ 包摂社会の実現
少子化対策・こども政策、女性活躍、共生社会づくり、孤
独・孤立対策、就職氷河期世代支援

⑶ 多極化・地域活性化の推進
デジタル田園都市国家構想、分散型国づくり・地域公共
交通ネットワークの再構築、多極化された仮想空間へ、
関係人口の拡大と個性をいかした地域づくり、中堅・中小
企業の活力向上、債務が増大している企業や家計への対
応、観光立国の復活、文化芸術・スポーツの振興

⑷ 経済安全保障の徹底

（注）下線は筆者による。
（出所）内閣府「経済財政運営と改革の基本方針2022」

〈図表1〉「骨太の方針」に盛り込まれた
「新しい資本主義に向けた改革」

今後10年間に150兆円超の投資を実現するため（中略）、「成長志向型カーボンプライ
シング構想」を具体化し、最大限活用

安定的な財源の確保にあたっては、企業を含め社会・経済の参加者全員が連帯し、公平
な立場で、広く負担していく新たな枠組みについても検討する

財政健全化の「旗」を下ろさず、これまでの財政健全化目標に取り組む。経済あっての財
政であり、現行の目標年度により、状況に応じたマクロ経済政策の選択肢が歪められて
はならない

令和5年度予算において、本方針及び骨太方針令和5年度予算において、本方針及び骨
太方針2021に基づき、経済･財政一体改革を着実に推進する
ただし、重要な政策の選択肢をせばめることがあってはならない

骨太方針2021等も踏まえ、応能負担を通じた再分配機能の向上・格差の固定化防止を
図りつつ、公平かつ多様な働き方等に中立的で、デジタル社会にふさわしい税制を構築
し、経済成長を阻害しない安定的な税収基盤を確保するため、税体系全般の見直しを推
進する

応能負担や歳入改革を通じて十分に安定的な財源を確保

2024年度までの3年間に（中略）、4,000億円規模の予算を投入する施策パッケージ

同構想においては、150兆円超の官民の投資を先導するために十分な規模の政府資金
を、将来の財源の裏付けをもった「GX経済移行債（仮称）」により先行して調達

NATO諸国においては、国防予算を対GDP比2％以上とする基準を満たすという誓約へ
のコミットメントを果たすための努力を加速することと防衛力強化について改めて合意
がなされた

令和5年度予算については、同計画（「中期防衛力整備計画」）に係る議論を経て結論を
得る必要があることから予算編成過程において検討し、必要な措置を講ずる

必要な安定財源については、国民各層の理解を得ながら、社会全体での費用負担の在り
方を含め幅広く検討を進める（また、子ども･子育て支援の更なる「質の向上」を図るた
め、消費税分以外も含め、適切に財源を確保していく）

GXへの投資

こども政策

人的資本投資

外交・安全保障
の強化

中長期の
経済財政運営

税制改革

来年度予算編成
の考え方

主
要
政
策
の
財
源

〈図表2〉財源と財政運営に係る主な記述

（注）下線は筆者による。
（出所）内閣府「経済財政運営と改革の基本方針2022」
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の
N
A
T
O
諸
国
の
基
準
が
示
さ
れ
た
。

こ
れ
に
は
国
防
に
加
え
海
上
警
察
や
恩
給

な
ど
も
含
ま
れ
て
お
り
、
仮
に
、
わ
が
国

に
こ
の
基
準
を
当
て
は
め
る
と
、
防
衛
関

係
費
な
ど
が
4
兆
円
程
度
以
上
も
の
大
幅

増
と
な
る
が
、
そ
の
財
源
は
示
さ
れ
て
い

な
い
。

　

こ
れ
ら
の
ほ
か
、
こ
ど
も
政
策
の
充

実
・
強
化
の
財
源
に
つ
い
て
、
応
能
負
担

や
企
業
負
担
を
視
野
に
「
社
会
全
体
で
の

費
用
負
担
の
在
り
方
を
含
め
幅
広
く
検
討

を
進
め
る
」
中
で
、「
消
費
税
分
以

外
も
含
め
、
適
切
に
財
源
を
確
保
し

て
い
く
」
と
の
方
針
は
示
さ
れ
た
も

の
の
、
財
源
の
具
体
的
な
確
保
策
は

今
後
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

後
退
し
た
財
政
健
全
化
の
表
現
ぶ
り

　
「
骨
太
の
方
針
」
の
柱
の
一
つ
で

あ
る
「
中
長
期
の
経
済
財
政
運
営
」

の
方
針
を
見
る
と
、「
財
政
健
全
化

の
『
旗
』
を
降
ろ
さ
ず
、
こ
れ
ま
で

の
財
政
健
全
化
目
標
に
取
り
組
む
」

と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

昨
年
度
の
「
骨
太
の
方
針

2
0
2
1
」
で
は
、「
骨
太
方
針

2
0
1
8
で
掲
げ
た
財
政
健
全
化
目

標
（
2
0
2
5
年
度
の
国
・
地
方
を

合
わ
せ
た
P
B
黒
字
化
を
目
指
す
、

同
時
に
債
務
残
高
対
G
D
P
比
の
安
定
的

な
引
き
下
げ
を
目
指
す
）を
堅
持
す
る
」と
、

P
B
黒
字
化
の
年
限
が
明
記
さ
れ
て
い
る

の
に
対
し
、
今
年
の
「
骨
太
の
方
針

2
0
2
2
」
に
は
年
限
が
記
さ
れ
て
お
ら

ず
、
表
現
ぶ
り
の
後
退
感
は
否
め
な
い
。

　

将
来
の
財
政
健
全
化
の
道
筋
が
数
字
で

示
さ
れ
る
内
閣
府
に
よ
る
「
中
長
期
の
経

済
財
政
に
関
す
る
試
算
」
を
見
る
と
（
図

表
3
）、
P
B
赤
字
は
、
20
年
度
以
降
に

新
型
コ
ロ
ナ
対
応
の
た
め
の
歳
出
拡
大
な

ど
を
受
け
て
急
拡
大
し
た
も
の
の
、
経
済

活
動
が
平
時
に
戻
る
こ
と
な
ど
に
よ
っ
て

今
後
急
速
に
縮
小
し
、
26
年
に
P
B
黒
字

に
な
る
姿
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
試
算
の
前
提
を
見
る
と
、「
骨
太
の

方
針
2
0
2
2
」
に
盛
り
込
ま
れ
た
防
衛

力
強
化
な
ど
の
歳
出
拡
大
が
試
算
に
反
映

さ
れ
て
い
な
い
点
に
留
意
す
る
必
要
が
あ

る
。
P
B
黒
字
化
の
達
成
に
向
け
て
、
脱

炭
素
化
や
安
全
保
障
な
ど
の
経
費
を
借
金

で
賄
う
こ
と
な
く
、
国
民
負
担
の
引
き
上

げ
も
含
め
て
し
っ
か
り
と
財
源
を
確
保
す

る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

根
強
い
歳
出
拡
大
圧
力

　

例
年
、「
骨
太
の
方
針
」
で
示
さ
れ
た

予
算
編
成
に
向
け
た
考
え
方
を
踏
ま
え
、

翌
年
度
の
予
算
が
組
ま
れ
て
い
く
。「
骨

太
の
方
針
2
0
2
2
」
で
は
、
来
年
度
予

算
に
お
い
て
も
、こ
れ
ま
で
通
り
「
経
済
・

財
政
一
体
改
革
を
着
実
に
推
進
す
る
」
と

さ
れ
た
も
の
の
、
政
治
判
断
に
よ
っ
て
、

原
案
に
は
な
か
っ
た
「
重
要
な
政
策
の
選

択
肢
を
せ
ば
め
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら

な
い
」
と
の
但
し
書
き
が
挿
入
さ
れ
た
こ

と
か
ら
、
来
年
度
予
算
編
成
に
お
い
て
歳

出
規
模
拡
大
の
抑
制
（
シ
ー
リ
ン
グ
）
が

機
能
す
る
の
か
疑
問
が
残
る
。
実
際
、
8

月
か
ら
開
始
さ
れ
る
予
算
の
概
算
要
求
で

は
、
通
常
、
各
省
が
必
要
金
額
を
明
記
し

て
予
算
を
要
求
す
る
こ
と
で
一
定
の
歳
出

抑
制
が
図
ら
れ
る
と
こ
ろ
、来
年
度
の「
概

算
要
求
基
準
」（「
令
和
5
年
度
予
算
の
概

算
要
求
に
当
た
っ
て
の
基
本
的
な
方
針
に

つ
い
て
」）
で
は
、
現
時
点
で
予
算
額
が

見
積
も
れ
な
い
こ
と
な
ど
を
背
景
に
、
項

目
の
み
に
よ
る
予
算
要
求
を
許
容
し
、
必

要
金
額
を
予
算
編
成
過
程
で
検
討
す
る
余

地
（
い
わ
ゆ
る
「
事
項
要
求
」）
が
例
年

よ
り
も
拡
大
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
措
置
の

対
象
は
、
物
価
対
策
や
防
衛
関
係
、
少
子

化
対
策
な
ど
で
あ
り
、
今
後
の
予
算
編
成

過
程
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
経
費
が
ど
の

程
度
の
規
模
に
な
る
か
が
焦
点
の
一
つ
と

な
る
。

　

加
え
て
、
予
算
編
成
と
並
行
し
て
進
め

ら
れ
る
税
制
改
正
の
検
討
に
お
い
て
、
将

来
の
必
要
経
費
を
賄
う
た
め
の
具
体
的
な

財
源
を
ど
こ
ま
で
議
論
で
き
る
か
も
焦
点

と
な
る
。
こ
の
点
、「
骨
太
の
方
針

2
0
2
2
」
で
は
、
歳
出
の
拡
大
が
予
想

さ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
税
制
改
革
に

つ
い
て
は
、
従
来
よ
り
も
踏
み
込
ん
だ
内

容
に
は
な
っ
て
い
な
い
。

所
得
再
分
配
機
能
は
近
年
低
下

　

新
型
コ
ロ
ナ
対
策
で
財
政
事
情
が
一
段

と
悪
化
し
た
と
こ
ろ
に
新
た
な
複
数
の
課

成長実現ケース ベースラインケース
2000 05 10 15 192021 22 25 26 30

（%）

（年度）

▲5.4

▲1.3

▲7.3 ▲7.3

▲9.1

▲1.9
▲1.9

▲5.3

2

0

▲2

▲4

▲6

▲8

▲10

（注）2020年度まで決算値。2021年度は決算概要、2022年度は補正予算に基づく。
（出所）参議院予算委員会調査室「財政関係資料集」、内閣府「中長期の経済財政に

関する試算（令和4年7月29日 経済財政諮問会議提出）」

〈図表3〉国及び地方の基礎的財政収支の名目GDP比の推移
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題
が
生
ま
れ
て
い
る
以
上
、
来
年
度
予
算

編
成
上
は
財
源
の
検
討
が
不
可
避
な
は
ず

で
あ
る
。
そ
の
際
、
国
民
に
課
さ
れ
る
負

担
の
大
き
さ
ば
か
り
で
は
な
く
、
そ
の
負

担
が
公
平
に
課
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て

も
十
分
に
吟
味
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
現
在
の
家
計
の
年
収
別
の
国

民
負
担
率
を
見
る
と
（
図
表
4
）、
全
体

と
し
て
は
高
所
得
層
ほ
ど
負
担
率
が
高
く

な
る
累
進
的
な
負
担
構
造
に
な
っ
て
い
る
。

た
だ
し
、
負
担
構
造
は
税
目
ご
と
に
異
な

り
、
所
得
税
・
住
民
税
が
累
進
構
造
で
あ

る
の
に
対
し
、
消
費
税
は
逆
進
的
、
社
会

保
険
料
は
ほ
ぼ
一
定
の
負
担
率
と
な
る
中
、

最
高
所
得
層
で
負
担
率
が
低
く
な
る
な
ど
、

高
所
得
層
の
方
が
負
担
率
が
低
く
な
る
税

目
も
見
ら
れ
る
。

　

次
に
、
1
9
9
0
年
代
以
降
の
税
・
社

会
保
険
料
負
担
の
見
直
し
が
、
家
計
の
所

得
階
級
別
に
見
た
国
民
負
担
率
に
ど
の
よ

う
な
影
響
を
与
え
て
き
た
か
を
見
て
み
よ

う
。

　

わ
が
国
で
は
こ
れ
ま
で
、
増

加
す
る
社
会
保
障
給
付
の
財
源

を
確
保
す
る
た
め
に
、
消
費
税

率
や
社
会
保
険
料
が
引
き
上
げ

ら
れ
て
き
た
。
家
計
の
年
収
階

級
別
の
国
民
負
担
率
の
推
移
を

見
る
と
（
図
表
5
）、

1
9
9
4
年
か
ら
2
0
0
9
年

に
か
け
て
、
年
収
2
0
0
0
万

円
以
上
の
所
得
層
の
負
担
率
が

低
下
し
た
（
矢
印
イ
）
の
に
対

し
、
そ
れ
以
外
の
所
得
層
で
は

所
得
が
低
い
ほ
ど
負
担
率
が
大

き
く
上
昇
し
た
（
矢
印
ロ
）
結

果
、
負
担
率
の
累
進
度
が
低
下

し
て
い
る
（
グ
ラ
フ
の
傾
き
が

フ
ラ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
る
）。

こ
れ
は
、
90
年
代
半
ば
か
ら
00

年
代
に
か
け
て
進
め
ら
れ
た
所
得
税
・
住

民
税
に
お
け
る
累
進
的
な
負
担
構
造
の
フ

ラ
ッ
ト
化
に
加
え
て
、
消
費
税
率
の
引
き

上
げ
（
97
年
、
3
％
→
5
％
）
や
社
会
保

険
料
率
の
段
階
的
な
引
き
上
げ
が
行
わ
れ

た
た
め
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
国
民
負
担

全
体
と
し
て
の
所
得
再
分
配
機
能
が
低
下

し
た
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。

　

続
く
09
年
か
ら
19
年
に
か
け
て
は
、
年

収
1
0
0
0
万
〜
1
5
0
0
万
円
の
所

得
層
を
境
に
、
低
所
得

層
の
負
担
率
が
引
き
続

き
上
昇
し
た（
矢
印
ハ
）

の
に
対
し
、
高
所
得
層

で
は
低
所
得
層
の
上
昇

幅
を
さ
ら
に
上
回
る
形

で
負
担
率
が
上
昇
し
て

い
る
（
矢
印
二
）。
こ

れ
は
、
14
年
と
19
年
の

2
度
に
わ
た
る
消
費
税

率
の
引
き
上
げ
を
受
け

て
、
消
費
税
負
担
の
逆

進
性
が
強
ま
っ
た
（
＝

低
所
得
層
が
よ
り
重
い

負
担
を
余
儀
な
く
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
）
一

方
で
、
①
給
与
所
得
控

除
の
上
限
額
の
設
定

（
13
年
）
②
所
得
税
の

最
高
税
率
の
5
％
引
き
上
げ
（
15
年
）
③

健
康
保
険
の
標
準
報
酬
月
額
の
上
限
引
き

上
げ
（
16
年
）
―
に
よ
っ
て
、
高
所
得
層

の
全
体
の
負
担
率
が
上
昇
し
た
た
め
で
あ

る
。

　

こ
う
し
た
94
年
か
ら
19
年
に
か
け
て
の

期
間
を
通
算
し
て
累
進
度
の
変
動
を
見
る

と
、
消
費
税
率
引
き
上
げ
を
受
け
た
逆
進

性
が
強
ま
る
中
、
所
得
税
制
な
ど
の
見
直

し
が
国
民
負
担
全
体
の
累
進
度
に
大
き
く

～500万円未満

所得税＋住民税 消費税 社会保険料 その他の直接税 家計の国民負担率

500万円
～1,000万円

1,000万円
～1,500万円

1,500万円
～2,000万円

2,000万円以上
（年間収入）

（%）

21.4 22.8

6.1

4.5

3.6

5.9

11.5 12.0

24.7

8.8

3.7

12.0

26.5

11.6

3.4

11.4

30.0

18.6

2.8

8.3

（2019年、二人以上世帯、勤労者世帯）35

30

25

20

15

10

5

0

（注1）負担率計算の際の分母は「社会保障給付」を除く「実収入」。
（注2）「消費税」は消費支出額に基づく推計値。「所得税＋住民税」は「勤労所得税」

と「個人住民税」の合計。
（出所）総務省「全国家計構造調査」より日本総合研究所作成

〈図表4〉家計の年間収入階級別の国民負担率

2019年

2009年

1994年

（年間収入）

（%）

ハ

ロ

二

イ

（1994年、2009年、2019年の比較）35

30

25

20

15

10

5

0
～500万円未満 500万円

～1,000万円
1,000万円
～1,500万円

1,500万円
～2,000万円

2,000万円以上

（注1）負担率計算の際の分母は「社会保障給付」を除く「実収入」。
（注2）消費税は消費支出額に基づいて推計した。
（注3）各年間収入階級の世帯当たり実収入が年ごとに若干異なることによる負担

率への影響を修正している。
（注4）2019年の負担率は、「全国消費実態調査（2014）」で計算した負担率に、「全国家

計構造調査」で計算した2019年の負担率と2014年の負担率の差を加えた数字。
（注5）二人以上世帯、勤労者世帯。
（出所）総務省「全国消費実態調査」、「全国家計構造調査」より日本総合研究所作成

〈図表5〉年収階級別の家計の国民負担率の推移
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影
響
し
て
き
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

近
年
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
非
正
規
雇

用
の
増
加
な
ど
を
受
け
た
低
所
得
層
の
拡

大
が
問
題
と
な
り
、
所
得
格
差
や
資
産
格

差
の
世
代
を
超
え
た
固
定
化
を
懸
念
す
る

声
が
強
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
経
済

的
に
余
裕
の
あ
る
層
に
よ
り
多
く
の
負
担

を
求
め
る
こ
と
が
現
実
的
と
み
ら
れ
、
今

後
も
社
会
保
障
財
源
を
念
頭
に
消
費
税
率

を
引
き
上
げ
る
際
に
は
、
軽
減
税
率
な
ど

に
よ
る
消
費
税
負
担
そ
の
も
の
へ
の
配
慮

に
と
ど
ま
ら
ず
、
他
の
税
目
や
保
険
料
負

担
も
並
行
し
て
見
直
す
必
要
が
あ
る
。
低

所
得
層
の
負
担
率
が
過
度
に
重
く
な
る
こ

と
の
な
い
よ
う
に
、
国
民
負
担
全
体
で
の

一
定
の
累
進
度
を
維
持
す
る
こ
と
が
求
め

ら
れ
る
。

企
業
と
家
計
の
ど
ち
ら
に
課
税
す
る
か

　

こ
の
ほ
か
、
国
民
負
担
を
家
計
と
企
業

で
ど
う
配
分
す
る
か
と
の
論
点
も
あ
る
。

わ
が
国
の
国
民
負
担
に
占
め
る
個
人
・
家

計
負
担
の
割
合
と
法
人
所
得
税
負
担
の
割

合
を
見
る
と
（
図
表
6
）、
1
9
8
0
年

代
に
は
、
前
者
が
約
7
割
、
後
者
が
約
2

割
で
あ
っ
た
も
の
が
、
2
0
1
0
年
代
に

は
、
前
者
が
約
8
割
、
後
者
が
約
1
割
と

な
っ
て
お
り
、
法
人
所
得
税
負
担
か
ら
個

人
・
家
計
負
担
へ
の
シ
フ
ト
が
見
ら
れ
る
。

こ
の
要
因
と
し
て
、
長
年
に
わ
た
る
世
界

的
な
法
人
税
率
引
き
下
げ
競
争
の
中
で
、

わ
が
国
で
も
法
人
税
率
が
引
き
下
げ
ら
れ

た
一
方
で
、
必
要
な
財
源
を
消
費
税
な
ど

の
家
計
負
担
の
引
き
上
げ
に
よ
っ
て
確
保

し
て
き
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
今
後
、
こ
う
し
た
傾

向
に
歯
止
め
が
か
か
る
可
能
性
が
あ
る
。

経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
や
デ
ジ
タ
ル
化
に

よ
っ
て
国
境
を
越
え
た
資
金
の
移
動
が
容

易
に
な
る
中
、
企
業
家
な
ど
が
会
社
の
所

在
地
を
法
人
税
率
の
低
い
国
に
移
す
こ
と

で
、
税
負
担
を
回
避
す
る
行
為
が
国
際
社

会
で
問
題
視
さ
れ
、
こ
の
状
態
を
放
置
す

る
こ
と
で
、
①
企
業
負
担
が
軽
く
な
り
、

家
計
の
労
働
所
得
や
消
費
へ
の
負
担
が
重

く
な
る
②
企
業
間
で
税
負
担
の
不
公
平
が

生
じ
る
―
と
い
っ
た
弊
害
が
か
ね
て
か
ら

指
摘
さ
れ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
近
年
、
対

応
策
と
し
て
、
国
際
協
調
に
よ
っ
て
法
人

所
得
へ
の
課
税
を
適
正
化
し
よ
う
と
す
る

動
き
が
強
ま
り
つ
つ
あ
る
。

　

21
年
10
月
に
は
O
E
C
D
加
盟
国
を
含

む
1
3
6
カ
国
・
地
域
で
、
①
法
人
税
へ

の
最
低
税
率
の
導
入
②
自
国
内
に
支
店
を

置
か
ず
に
収
益
を
上
げ
て
い
る
外
国
に
所

在
す
る
企
業
に
課
税
で
き
る
仕
組
み
（
デ

ジ
タ
ル
課
税
）
の
導
入
―
が
合
意
さ
れ
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
長
年
に
わ
た
る
法
人
税
率

引
き
下
げ
競
争
が
終
息
に
向
か
う
こ

と
や
、
税
負
担
の
公
平
化
が
期
待
さ

れ
、
こ
れ
ま
で
の
「
企
業
負
担
は
よ

り
軽
く
、
家
計
負
担
は
よ
り
重
く
」

と
い
う
流
れ
に
歯
止
め
が
か
か
る
可

能
性
が
あ
る
。

　

各
国
に
は
早
期
の
導
入
に
向
け
た

国
内
法
の
整
備
な
ど
が
求
め
ら
れ
て

い
る
と
こ
ろ
、
足
元
で
は
ロ
シ
ア
の

ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
の
影
響
な
ど
も
あ

っ
て
、
導
入
に
向
け
た
各
国
の
取
り

組
み
に
遅
れ
が
生
じ
て
い
る
。
わ
が

国
と
し
て
は
、
自
国
で
の
導
入
を
速

や
か
に
済
ま
せ
る
と
と
も
に
、
諸
外

国
に
対
し
て
早
期
導
入
を
働
き
か
け

る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

再
分
配
機
能
の
強
化

　

将
来
の
財
政
需
要
の
財
源
の
検
討
に
当

た
っ
て
は
、
必
要
財
源
の
全
体
を
税
・
社

会
保
険
料
全
体
で
ど
う
賄
う
か
を
考
え
る

中
で
、
再
分
配
機
能
の
維
持
強
化
を
念
頭

に
、
経
済
主
体
間
で
の
負
担
の
配
分
に
目

配
り
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
そ
の
際
、

近
年
の
法
人
税
を
め
ぐ
る
国
際
環
境
の
変

化
を
踏
ま
え
る
と
、
消
費
税
収
や
所
得
税

収
な
ど
に
加
え
て
、
法
人
税
収
も
財
源
の

一
つ
と
し
て
考
慮
す
る
こ
と
が
従
来
に
比

べ
て
容
易
に
な
る
と
み
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、

例
え
ば
、
相
続
・
贈
与
税
の
負
担
を
引
き

上
げ
、
子
ど
も
・
子
育
て
政
策
の
財
源
に

充
て
る
こ
と
で
、
社
会
全
体
と
し
て
世
代

を
超
え
た
「
成
長
と
分
配
の
好
循
環
」
を

狙
う
と
い
っ
た
工
夫
が
考
え
ら
れ
る
。

　

所
得
・
資
産
格
差
の
拡
大
や
固
定
化
を

防
ぐ
こ
と
が
、
社
会
に
対
す
る
国
民
の
閉へ

い

塞そ
く

感
を
抑
え
、
わ
が
国
経
済
社
会
の
活
力

の
基
礎
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
し

た
視
点
に
立
っ
て
、
財
源
と
国
民
負
担
の

議
論
を
年
末
に
か
け
て
し
っ
か
り
と
行
う

こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

（%）

（年）
1980

70.5

21.8

1985

70.2

21.0

1990

69.4

22.4

1995

73.7

15.9

2000

76.8

13.7

2005

75.7

15.5

2010

79.3

11.6

2015

80.5

12.3

2018

80.1

12.9

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

個人・家計の負担 法人所得税負担 その他の税
（注）個人・家計の負担は、個人所得税、社会保険料、相続・贈与税、消費税、個

別間接税の合計。その他の税は固定資産税、印紙収入等、その他の税
（Other taxes）の合計。

（出所）OECD「Revenue Statistics」

〈図表6〉国民負担に占める個人・家計の負担と
法人所得税負担の割合の推移


